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本文次行は掲載日になります。第２回・第３回は当社で作成します。

解散公告（第一回）
　当　　　は、
　　　　　　　　　　　　　　　解散したので、

当　　　に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和　　　年　　月　　　日

(住所)
(名前)
代表清算人
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